
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
一
号

独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
第
十
条
第
一
項
、
附
則
第
四
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
附
則
第
十
一
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
並
び
に
関

係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
（
第
一
条―

第
十
六
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
十
七
条―

第
二
十
三
条
）

附
則

第
一
章
　
関
係
政
令
の
整
備

（
貴
金
属
地
金
精
製
及
品
位
証
明
規
則
等
の
廃
止
）

第
一
条
　
次
に
掲
げ
る
勅
令
及
び
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
貴
金
属
地
金
精
製
及
品
位
証
明
規
則
（
明
治
三
十
年
勅
令
第
百
三
十
九
号
）

二
　
造
幣
局
特
別
会
計
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
六
十
五
号
）

第
二
章
　
経
過
措
置

（
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
の
成
立
の
時
に
お
い
て
承
継
さ
れ
る
権
利
及
び
義
務
）

第
十
七
条
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
権
利
及
び
義
務
は
、
次
に
掲
げ
る
権
利
及
び
義
務
と
す
る
。

一
　
財
務
省
造
幣
局
の
所
属
に
属
す
る
土
地
、
建
物
、
工
作
物
（
そ
の
土
地
に
定
着
す
る
物
及
び
そ
の
建
物
に
附
属
す
る
工
作
物
を
含
む
。
）
及
び
物
品
の
う
ち
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
関
す
る
権
利
及
び
義
務

二
　
財
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
省
造
幣
局
の
事
務
に
係
る
も
の
で
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
の
う
ち
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ
っ
て
、
財
務
大
臣
が
指
定

す
る
も
の

（
権
利
及
び
義
務
の
承
継
の
際
出
資
と
さ
れ
な
い
財
産
）

第
十
八
条
　
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
物
品
は
、
消
耗
品
そ
の
他
の
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
承
継
さ
れ
る
権
利
に
係
る
財
産
に
係
る
評
価
委
員
の
任
命
等
）

第
十
九
条
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
評
価
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
き
財
務
大
臣
が
任
命
す
る
。

一
　
財
務
省
の
職
員
　
二
人

二
　
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
（
以
下
「
造
幣
局
」
と
い
う
。
）
の
役
員
（
造
幣
局
が
成
立
す
る
ま
で
の
間
は
、
造
幣
局
に
係
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
設
立
委
員
）
　
一
人

三
　
学
識
経
験
の
あ
る
者
　
二
人

２
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
は
、
同
項
の
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

３
　
法
附
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
に
関
す
る
庶
務
は
、
財
務
省
理
財
局
国
庫
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
納
付
方
法
）

第
二
十
条
　
法
附
則
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金
（
次
条
に
お
い
て
「
国
庫
納
付
金
」
と
い
う
。
）
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
退
職
職
員
に
支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
等
か
ら
す
る
一
般
会

計
へ
の
繰
入
れ
及
び
納
付
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
十
日
（
当
該
四
半
期
開
始
後
支
出
負
担
行
為
の
計
画
及
び
支
払
計
画
の
示

達
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
示
達
を
受
け
た
日
以
後
十
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
翌
翌
四
半
期
（
当
該
不
足
額
が
第
三
・
四
半
期
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
翌
四
半
期
）
ま
で
に
、
予
算
の
範
囲
内

で
」
と
あ
る
の
は
「
翌
翌
四
半
期
（
当
該
不
足
額
が
第
三
・
四
半
期
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
翌
四
半
期
）
ま
で
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
国
庫
納
付
金
の
帰
属
す
る
会
計
）

第
二
十
一
条
　
国
庫
納
付
金
は
、
一
般
会
計
に
帰
属
す
る
。

（
医
療
法
等
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
　
造
幣
局
の
成
立
前
に
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
、
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
、
結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
二
百
四
号
）
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
及
び
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
財
務
省
造
幣
局
に
つ
い
て
国
に
対
し
さ
れ
た
許
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他

の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
造
幣
局
が
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
権
利
及
び
義
務
に
係
る
も
の
は
、
造
幣
局
の
成
立
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
造
幣
局
に
対
し

さ
れ
た
許
可
、
承
認
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
又
は
通
知
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

２
　
造
幣
局
の
成
立
前
に
医
療
法
、
電
波
法
、
結
核
予
防
法
、
高
圧
ガ
ス
保
安
法
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
及
び
電
気
事
業
法
の
規
定
に
よ
り
財
務
省
造
幣
局
に
つ
い
て
国
が
し
て
い
る
届
出
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
法
附
則

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
造
幣
局
が
承
継
す
る
こ
と
と
な
る
権
利
及
び
義
務
に
係
る
も
の
は
、
造
幣
局
の
成
立
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
造
幣
局
が
し
た
届
出
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
造
幣
局
の
成
立
前
に
財
務
省
造
幣
局
に
つ
い
て
医
療
法
第
六
条
及
び
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
務
大
臣
が
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
開
設
の
通
知
を
し
た
診
療
所

は
、
同
法
の
規
定
に
よ
り
、
造
幣
局
が
開
設
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
開
設
し
た
診
療
所
と
み
な
す
。

（
道
路
法
等
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
　
造
幣
局
の
成
立
前
に
財
務
省
造
幣
局
に
つ
い
て
国
が
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
に
し
た
協
議
に
基
づ
く
占
用
、
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の

規
定
に
よ
り
公
園
管
理
者
と
し
た
協
議
に
基
づ
く
占
用
又
は
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
り
河
川
管
理
者
と
し
た
協
議
に
基
づ
く
占
用
若
し
く
は
行
為
で
あ
っ
て
、
造
幣
局
の
業
務
に
係
る
も
の
は
、
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造
幣
局
の
成
立
後
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
造
幣
局
に
対
し
て
道
路
法
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用
、
都
市
公
園
法
の
規
定
に
よ
り
公
園
管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用
又
は
河
川
法
の
規
定
に
よ
り
河
川

管
理
者
が
し
た
許
可
に
基
づ
く
占
用
若
し
く
は
行
為
と
み
な
す
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
の
規
定
（
財
務
省
組
織
令
目
次
の
改
正
規
定
及
び
同
令
第
一
章
第
五
節
第
一
款
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
か
ら
第
十

九
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
八
日
政
令
第
三
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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